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規 則

特定工業等導入地区等における道税の課税の特例に関する条例施行規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
平成２０年９月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９０号

特定工業等導入地区等における道税の課税の特例に関する条例施行規則の一部を改正
する規則

特定工業等導入地区等における道税の課税の特例に関する条例施行規則（昭和６０年北海道
規則第２８号）の一部を次のように改正する。
第１１条第１項中「第１２条第１項の表の第２号」を「第１２条第１項の表の第１号」に、「第

４５条第１項の表の第２号」を「第４５条第１項の表の第１号」に改める。
第１３条第１項第１号中「次項に」を「以下この条に」に、「３億円（次項第１号に規定す
る業種に係るものにあっては、５億円」を「２億円（総務省令第１条第６号に規定する農林
漁業関連業種に係るものにあっては、５，０００万円」に改める。
第１５条第１項中「若しくは第２号」を削る。
附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則による改正後の特定工業等導入地区等における道税の課税の特例に関する条例
施行規則第１３条の規定は、平成２０年８月２２日以後に設置された施設について適用し、同日
前に設置された施設については、なお従前の例による。

北海道国民健康保険調整交付金の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
平成２０年９月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９１号

北海道国民健康保険調整交付金の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則
北海道国民健康保険調整交付金の交付に関する条例施行規則（平成１７年北海道規則第１３２
号）の一部を次のように改正する。
第２条第１号アを次のように改める。
ア 当該年度の国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下「施行令」という。）
第２９条の６第１項に規定する当該各号イに掲げる額の見込額を当該年度の同項に規定
する当該各号ロに掲げる額の見込額で除して得た割合（以下この号において「特別事
情控除前の地域差指数」という。）が１００分の１１４を超える場合 当該年度の同項に規
定する当該各号イに掲げる額の見込額から当該年度の前々年度の国民健康保険の国庫
負担金等の算定に関する政令（昭和３４年政令第４１号）第２条の２第２項の規定により
算定した額を控除した額を当該年度の施行令第２９条の６第１項に規定する当該各号ロ
に掲げる額の見込額で除して得た割合

第２条第２号中「一般被保険者の」を「被保険者の」に、「おける一般被保険者」を「お
ける被保険者」に、「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令（昭和３８年厚
生省令第１０号。以下「省令」という。）第５条第１項第１号ロに規定する一般被保険者に係
る」を「施行令第２９条の７第２項第４号（施行令附則第６条から第１１条までの規定により読
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み替えて適用する場合を含む。）に規定する」に、「平均一般被保険者数（同号イに規定す
る平均一般被保険者数」を「平均被保険者数（国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に
関する省令（昭和３８年厚生省令第１０号。以下「省令」という。）第５条第１項第１号イに規
定する平均被保険者数」に、「を一般被保険者」を「を被保険者」に、「平均一般被保険者
数の」を「平均被保険者数の」に改め、同条第３号中「国民健康保険の国庫負担金及び被用
者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令（昭和３４年政令第４１号。以下「政令」とい
う。）」を「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令」に改め、「（省令第５条第
１項第２号ロに規定する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等をいう。
以下同じ。）」を削る。
第５条第１項第１号中「法」を「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」と
いう。）」に改め、同項第２号から第４号までを次のように改める。
� 省令第４条第１項第２号イに掲げる額
� 省令第４条第１項第３号イに掲げる額
� 前年度の１月１日から当該年度の１２月３１日までの間において法第８２条第１項に規定す
る事業（法第７２条の５に規定する特定健康診査等に係るものを除く。）に要した費用の
額（その額が平均被保険者数に７００円を乗じて得た額を超えるときは、当該市町村の平
均被保険者数に７００円を乗じて得た額）
第５条第２項第２号を次のように改める。
� 省令第４条第１項第２号イに掲げる額
第６条中「及び第２号」を「から第３号まで」に、「第３号及び第４号」を「第４号から
第６号まで」に改め、同条第１号中「一般被保険者の」を「被保険者の」に改め、同号ア中
「一般被保険者に係る法第７２条の２の２第１項」を「被保険者に係る法第７２条の３第１項」
に、「一般被保険者数の」を「被保険者の数の」に、「平均一般被保険者数」を「平均被保
険者数」に改め、同号イ中「一般被保険者数の」を「被保険者の数の」に、「平均一般被保
険者数」を「平均被保険者数」に改め、同条第４号ア中「第７０３条の４第１９項」を「第７０３条
の４第２３項」に、「第７２条の２の２第１項」を「第７２条の３第１項」に、「一般被保険者」
を「被保険者」に改め、同号イ中「第７０３条の４第１９項」を「第７０３条の４第２３項」に、「一
般被保険者」を「被保険者」に改め、同号を同条第６号とし、同条第３号中「一般被保険者
の」を「被保険者の」に改め、同号ア中「一般被保険者に係る法第７２条の２の２第１項」を
「被保険者に係る法第７２条の３第１項」に、「一般被保険者数の」を「被保険者の数の」に、
「平均一般被保険者数」を「平均被保険者数」に改め、同号イ中「一般被保険者数の」を
「被保険者の数の」に、「平均一般被保険者数」を「平均被保険者数」に改め、同号を同条
第４号とし、同号の次に次の１号を加える。
� アに掲げる額とイに掲げる額に被保険者の所得比を乗じて得た額との合算額
ア 当該年度における地方税法第７０３条の４第１４項の被保険者均等割総額及び世帯別平

等割総額の道内全市町村の合算額から当該年度における被保険者に係る法第７２条の３

第１項の規定による繰入金（地方税法第７０３条の４第２項に規定する後期高齢者支援

金等課税額に係る額に限る。）の道内全市町村の合算額を控除して得た額を当該年度

の保険料の賦課期日における被保険者の数の道内全市町村の合計数で除して得た額に

当該市町村の平均被保険者数を乗じて得た額

イ 当該年度における地方税法第７０３条の４第１４項の所得割総額及び資産割総額の道内

全市町村の合算額を当該年度の保険料の賦課期日における被保険者の数の道内全市町

村の合計数で除して得た額に当該市町村の平均被保険者数を乗じて得た額

第６条第２号ア中「第７２条の２の２第１項」を「第７２条の３第１項」に、「一般被保険

者」を「被保険者」に改め、同号イ中「一般被保険者」を「被保険者」に改め、同号を同条

第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

� アに掲げる額とイに掲げる額に被保険者の所得比を乗じて得た額との合算額

ア 当該年度における施行令第２９条の７第３項第２号の被保険者均等割総額及び世帯別

平等割総額の道内全市町村の合算額から当該年度における被保険者に係る法第７２条の

３第１項の規定による繰入金（施行令第２９条の７第１項に規定する後期高齢者支援金

等賦課額に係る額に限る。）の道内全市町村の合算額を控除して得た額を当該年度の

保険料の賦課期日における被保険者の数の道内全市町村の合計数で除して得た額に当

該市町村の平均被保険者数を乗じて得た額

イ 当該年度における施行令第２９条の７第３項第２号の所得割総額及び資産割総額の道

内全市町村の合算額を当該年度の保険料の賦課期日における被保険者の数の道内全市

町村の合計数で除して得た額に当該市町村の平均被保険者数を乗じて得た額

附則に次の３項を加える。

６ 退職被保険者等所属市町村（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等所属市町村

をいう。以下同じ。）について、第２条、第５条及び第６条の規定を適用する場合におい

ては、これらの規定のうち次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第２条第１号ア 第２９条の６第１項 附則第３条の規定により読み替えられた
施行令第２９条の６第１項

第２条第２号 被保険者の 一般被保険者の

おける被保険者 おける一般被保険者（国民健康保険法（昭
和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）
附則第６条の規定による退職被保険者又
は退職被保険者の被扶養者以外の被保険
者をいう。以下同じ。）
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平均被保険者数 平均一般被保険者数

第５条第１項第１号イ 附則第２条の規定により読み替えられた
省令第５条第１項第１号イ

を被保険者 を一般被保険者

第５条第１項第
１号

第４条第１項第１号イ 附則第２条の規定により読み替えられた
省令第４条第１項第１号イ

国民健康保険法（昭和
３３年法律第１９２号。以
下「法」という。）

法

第４条第２項 附則第２条の規定により読み替えられた
省令第４条第２項

第５条第１項第
２号

第４条第１項第２号イ 附則第２条の規定により読み替えられた
省令第４条第１項第２号イ

第５条第１項第
３号

第４条第１項第３号イ 附則第２条の規定により読み替えられた
省令第４条第１項第３号イ

第５条第１項第
４号

が平均被保険者数 が平均被保険者数（省令第５条第１項第
１号イに規定する平均被保険者数をいう。
以下この号において同じ。）

第５条第２項第
１号

第４条第１項第１号イ 附則第２条の規定により読み替えられた
省令第４条第１項第１号イ

第４条第２項 附則第２条の規定により読み替えられた
省令第４条第２項

第５条第２項第
２号

第４条第１項第２号イ 附則第２条の規定により読み替えられた
省令第４条第１項第２号イ

第６条第１号 被保険者の 一般被保険者の

第２９条の７第２項第２
号

附則第４条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第２項第２号

被保険者に係る法第７２
条の３第１項

一般被保険者に係る法附則第９条第１項
の規定により読み替えられた法第７２条の
３第１項

第２９条の７第１項 附則第４条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第１項

平均被保険者数 平均一般被保険者数

第６条第２号 被保険者の 一般被保険者の

第２９条の７第３項第２
号

附則第４条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第３項第２号

被保険者に係る法第７２
条の３第１項

一般被保険者に係る法附則第９条第１項
の規定により読み替えられた法第７２条の
３第１項

第２９条の７第１項 附則第４条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第１項

平均被保険者数 平均一般被保険者数

第６条第３号 第２９条の７第４項第２
号

附則第４条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第４項第２号

第７２条の３第１項 附則第９条第１項の規定により読み替え
られた法第７２条の３第１項

第２９条の７第１項 附則第４条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第１項

被保険者のうち 一般被保険者のうち

第６条第４号 被保険者の 一般被保険者の

第７０３条の４第４項 附則第３８条の規定により読み替えられた
地方税法第７０３条の４第４項

被保険者に係る法第７２
条の３第１項

一般被保険者に係る法附則第９条第１項
の規定により読み替えられた法第７２条の
３第１項

第７０３条の４第２項 附則第３８条の規定により読み替えられた
地方税法第７０３条の４第２項

平均被保険者数 平均一般被保険者数

第６条第５号 被保険者の 一般被保険者の

第７０３条の４第１４項 附則第３８条の規定により読み替えられた
地方税法第７０３条の４第１４項

被保険者に係る法第７２
条の３第１項

一般被保険者に係る法附則第９条第１項
の規定により読み替えられた法第７２条の
３第１項

第７０３条の４第２項 附則第３８条の規定により読み替えられた
地方税法第７０３条の４第２項

平均被保険者数 平均一般被保険者数
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第６条第６号 第７０３条の４第２３項 附則第３８条の規定により読み替えられた
地方税法第７０３条の４第２３項

第７２条の３第１項 附則第９条第１項の規定により読み替え
られた法第７２条の３第１項

第７０３条の４第２項 附則第３８条の規定により読み替えられた
地方税法第７０３条の４第２項

被保険者のうち 一般被保険者のうち

７ 平成２５年３月３１日までの間、市町村（退職被保険者等所属市町村を除く。）について、
第５条及び第６条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の左欄に
掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第５条第１項第
２号及び第２項
第２号

第４条第１項第２号イ 附則第３条第１項の規定により読み替え
られた省令第４条第１項第２号イ

第６条第１号 第２９条の７第２項第２
号

附則第５条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第２項第２号

第２９条の７第１項 附則第５条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第１項

第６条第２号 第２９条の７第３項第２
号

附則第５条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第３項第２号

第２９条の７第１項 附則第５条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第１項

第６条第３号 第２９条の７第４項第２
号

附則第５条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第４項第２号

第２９条の７第１項 附則第５条第１項の規定により読み替え
られた施行令第２９条の７第１項

第６条第４号 第７０３条の４第４項 附則第３８条の３の規定により読み替えら
れた地方税法第７０３条の４第４項

第７０３条の４第２項 附則第３８条の３の規定により読み替えら
れた地方税法第７０３条の４第２項

第６条第５号 第７０３条の４第１４項 附則第３８条の３の規定により読み替えら
れた地方税法第７０３条の４第１４項

第７０３条の４第２項 附則第３８条の３の規定により読み替えら
れた地方税法第７０３条の４第２項

第６条第６号 第７０３条の４第２３項 附則第３８条の３の規定により読み替えら
れた地方税法第７０３条の４第２３項

第７０３条の４第２項 附則第３８条の３の規定により読み替えら
れた地方税法第７０３条の４第２項

８ 平成２５年３月３１日までの間、退職被保険者等所属市町村について、附則第６項の規定に

より読み替えられた第５条及び第６条の規定を適用する場合においては、同項の規定によ

り読み替えられた第５条第１項第２号及び第２項第２号中「附則第２条」とあるのは「附

則第３条第２項の規定により読み替えられた、省令附則第２条」と、附則第６項の規定に

より読み替えられた第６条第１号から第３号までの規定中「附則第４条第１項」とあるの

は「附則第５条第２項の規定により読み替えられた、施行令附則第４条第１項」と、同条

第４号から第６号までの規定中「附則第３８条」とあるのは、「附則第３８条の３の規定によ

り読み替えられた、地方税法附則第３８条」とする。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北海道国民健康保険調整交

付金の交付に関する条例施行規則の規定は、平成２０年度分の北海道国民健康保険調整交付

金から適用する。

２ 退職被保険者等所属市町村（国民健康保険法（昭和３３年法律第１２９号）附則第７条第１

項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。）について、この規則による改正後の北

海道国民健康保険調整交付金の交付に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」とい

う。）附則第６項の規定により読み替えられた改正後の規則第５条の規定を適用する場合

においては、同項の規定により読み替えられた同条第１項第１号中「第４条第１項第１号

イ」とあるのは、「第４条第１項第１号イ（健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

（平成２０年厚生労働省令第７７号）附則第１１条第３項（同条第４項から第６項までの規定に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。

次項第１号において同じ。）」とする。

告 示

北海道告示第５８８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２０年９月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量

農業農村整備事業総合情報システム修正業務 一式
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２ 落札を決定した日
平成２０年８月１８日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社ＨＢＡ
� 住 所 札幌市中央区北４条西７丁目１番地８
４ 落札金額
５９，３２５，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２０年６月２７日付け北海道告示第４２６号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道農政部農村振興局事業調整課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第５８９号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（網
走東部地区畑地帯総合整備［担い手支援型］（区画整理、暗きょ排水、土層改良））事業の
土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道網走支庁に備え置いて、平成２０年９月１７日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第８７条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第７項の規定による決定に不服
がある者は、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第１０項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成２０年９月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第５９０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年９月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
漁業取締船海王丸上架修理工事 一式

２ 落札を決定した日
平成２０年７月２５日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 函東工業株式会社
� 住 所 函館市浅野町３番１１号
４ 落札金額
５７，９６０，０００円

５ 競争の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２０年６月１３日付け北海道告示第４０２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道水産林務部水産局漁業管理課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第５９１号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２０年９月１２日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 留萌郡小平町字大椴３５１の１、３５１の１７、３５２の１、３５３の
１

２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道水産林務部林務局治山課及び小平町
役場に備え置いて縦覧に供する。）
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北海道告示第５９２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２０年９月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除予定保安林の所在場所 上磯郡木古内町字大釜谷１２３（次の図に示す部分に

限る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 虻田郡ニセコ町字ニセコ５１０の１（次の図に示す部

分に限る。）
� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 解 除 の 理 由 放送設備用地とするため
３� 解除予定保安林の所在場所 幌泉郡えりも町字目黒２１２の１・２１３の１（以上２筆

について次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を関係支庁産業振興部林務課及び関係町役場に備え置
いて縦覧に供する。）

北海道告示第５９３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２０年９月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 厚岸郡厚岸町トライベツ３８１（次の図に示す部分に限

る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 指定理由の消滅
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道釧路支庁産業振興部林務課及び厚岸町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５９４号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２０年９月１２日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 虻田郡ニセコ町字ニセコ５１０の１（次の図に示す部分
に限る。）

２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 放送設備用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及びニセコ町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５９５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２０年９月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
苫前郡羽幌町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 干害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 次の森林については、主伐は、択伐による。
羽幌町（次の図に示す部分に限る。）


 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

宗谷郡猿払村（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐に係る伐採種は、定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係支庁産業振興
部林務課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５９６号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第１１条第１項ただし書の規定により、次のとおり土
地に立ち入る旨、通知があった。
平成２０年９月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 起 業 者 の 名 称 国土交通大臣
２ 事 業 の 種 類 一般国道３９号改築工事（北見道路・北見インターチェ

ンジ（仮称）から東十号インターチェンジ（仮称）ま
で）、これに伴う用排水路、送電線、道道及び市道付替
工事並びに送電線及び道道付替工事に伴う附帯工事

３ 立ち入ろうとする土地の区域 北見市北上７４７番、７４８番、７０７番１、７０７番３、７０７番
５、７０７番６、７０７番７、７０７番８及び７０７番９

４ 立 入 期 間 平成２０年１０月１４日から１０月２３日まで

北海道告示第５９７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道留萌土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２０年９月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 幌糠小平停車場線 留萌郡小平町字岐富５番５地先から

留萌郡小平町字豊岡６８番１地先まで
平成２０．９．１２

北海道告示第５９８号

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１６条第１項の規定により、水防警報を行う河川を次の
とおり指定した。
平成２０年９月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ

水系名 河川名 水 防 警 報 区
�������������������������������������
左 岸 右 岸

流渓川 幹 川
流渓川

北斗市水無１１番２地先の函館江差自動
車道水無橋下流端から海まで

北斗市三好６０番１地先の函館江差自動
車道水無橋下流端から海まで

道 立 江 差 病 院 告 示

北海道立江差病院告示第２４号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年９月１２日

北海道立江差病院長 中 田 智 明
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
全身用コンピューター断層撮影装置 一式

２ 落札を決定した日
平成２０年８月２７日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社常光
� 住 所 東京都文京区本郷３丁目１９番４号
４ 落札金額
１３３，３５０，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２０年７月１８日付け北海道立江差病院告示第２０号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道立江差病院庶務課
� 所在地 檜山郡江差町字伏木戸町４８４番地

北 海 道 公 報 第����号 ２３平成２０年９月１２日（金曜日）



毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，０９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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